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、外資系企業（FIE）が輸出を行った場合において、商業目的

の輸出のための一時輸入（ FIEに禁じられています）とみなし

て、ビンズオン税関が輸出を差し止めた事例が数多くありま

す。

ビンズオン税関により、輸入権に基づいて外資系企業の輸入

された商品の輸出ha輸出を目的とした商用一時輸入

7月29日、税関総局（GDC）監督局は、ビンズオン税関に対し、
FIFの輸出入権の適用における税関手続きに関するオフィシャ
ルレター 1238/GSQL-GQ2号を発行しました。
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ご一読ください
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ビンズオン税関において、外資系企業が輸入権に基づいて輸

入した商品を輸出しようとしたところ、これが差し止められたと

いう事例が散見されています。これは、ビンズオン税関が当該

活動を外資系企業において禁止される輸出のための商業的

一時輸入活動であるとみなしたためです。

2024年7月29日、税関総局（GDC）の監督管理部は、外資系企

業の輸出入権の適用についての税関手続きに関するオフィ

シャルレター1238/GSQL-GQ2をビンズオン税関に発行しまし

た。



(a) 外資系企業が商品を輸入する場合、輸入通関時に通関モード A41にて申告する必

要がある。

(b) 外資系企業が商品を海外または非関税区域に輸出する場合は、以前に発行された

オフィシャルレター695/TCHQ-GSQL（2021年2月発行）および4032/TCHQ-GSQL
（2021年8月発行）を参照する。概要は以下のとおり。

● 外資系企業は、商品が輸出免税および輸入関税還付の要件を満たす場合、通関

モードB13を使用して輸出通関を行う必要がある。 (i) 以前の輸入商品の輸入通関

申告番号、(ii) 「規定により輸出関税の対象外であり、輸入関税の還付が可能な商

品である」という情報は、税関申告書の「備考欄」に記載する。

● 上記の要件を満たさない場合、通関モード B11を使用し、輸出通関申告書の「備考

欄」に「当該通関申告書は輸出免税および輸入税還付の目的とするものではな

い」と記載する必要がある。

上記を踏まえると、依然として GDCは外資系企業が海外または非関税区域から輸入した

商品を輸出することを認めていると考えられます。また、当該 GDCのガイダンスは、以前

発行されたオフィシャルレターとも整合しています。
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概要
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